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問題１ （Ｒ４－１－Ｃ）  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

 

 

 

問題２ （Ｒ４－１－Ｅ）  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

 

 

 

問題３ （Ｒ４－１－Ａ）  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

 

 

 

問題４ （Ｒ４－１－Ｂ）  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

 

 

 

 

問題５ （Ｒ元－３－エ）  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題６ （Ｒ４－１－Ｄ）  □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ 

 

 

 

 

 

  

労働基準法の労働者であった者は、失業しても、その後継続して求職活動をしている間は、労働基準法の労働者であ

る。 

株式会社の代表取締役は、法人である会社に使用される者であり、原則として労働基準法の労働者になるとされてい

る。 

労働基準法の労働者は、民法第 623条に定める雇用契約により労働に従事する者がこれに該当し、形式上といえど

も請負契約の形式を採るものは、その実体において使用従属関係が認められる場合であっても、労働基準法の労働者

に該当することはない。 

同居の親族のみを使用する事業において、一時的に親族以外の者が使用されている場合、この者は、労働基準法の

労働者に該当しないこととされている。 

いわゆる芸能タレントは、「当人の提供する歌唱、演技等が基本的に他人によって代替できず、芸術性、人気等当人

の個性が重要な要素となっている」「当人に対する報酬は、稼働時間に応じて定められるものではない」「リハーサル、出

演時間等スケジュールの関係から時間が制約されることはあっても、プロダクション等との関係では時間的に拘束される

ことはない」「契約形態が雇用契約ではない」のいずれにも該当する場合には、労働基準法第９条の労働者には該当し

ない。 

明確な契約関係がなくても、事業に「使用」され、その対償として「賃金」が支払われる者であれば、労働基準法の労働

者である。 


